
自動車の保管場所証明事務等取扱要綱の制定について（例規）

最終改正 令和２．12．25 例規務第44号

京都府警察本部長から各部長、各所属長あて

この度、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律（平成７年法律第73号

）及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成７年政令第 2

64号）の施行等により、京都市及び長岡京市が軽自動車の保管場所届出適用地域となったこと等

に伴い、自動車の保管場所証明事務等取扱要綱を下記のように制定し、平成８年４月１日から実

施することとしたから、誤りのないようにされたい。

なお、次に掲げる通達は、廃止する。

１ 自動車保管場所証明事務の取扱いについて（昭和51．10．20：１京規制第 447号）の例規通

達

２ 自動車保管場所証明事務等の取扱いについて（平成３．６．27：３京駐対第 187号）の一般

通達

記

自動車の保管場所証明事務等取扱要綱

趣旨第１

この要綱は、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第 145号。以下「法」

という。）、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令（昭和37年政令第 329号。以下「

令」という。）及び自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則（平成３年国家公安委員

会規則第１号。以下「規則」という｡)に基づき、警察署長（以下「署長」という｡) が行う自

動車の保管場所の証明、保管場所の届出の受理、保管場所標章の交付等の事務（以下「保管場

所証明事務等」という｡)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

京都府警察情報管理システムの運用第２

保管場所証明事務等は、京都府警察情報管理システムの運用管理に関する訓令（平成22年京

都府警察本部訓令第21号）に規定する京都府警察情報管理システムを運用して行うものとし、

その要領は、別に定める。

保管場所の要件第３

１ 令第１条第１号の「２キロメートル」とは、保管場所と当該自動車の使用の本拠の位置を

直線で測る距離についていう。

２ 令第１条第２号の「当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる

道路以外の道路から」とは、自動車の保管場所の証明の申請又は保管場所の届出（以下「保

管場所証明申請等」という。）に係る自動車の保管場所が、道路交通法（昭和35年法律第 1

05号）第８条第１項の規定による通行の禁止の規制が行われていたり、車両制限令（昭和36

年政令第 265号）による自動車の通行の制限に抵触する場合等、法令の規定により通行する

ことができないこととされている道路以外の道路と接続していることをいい、「道路から当

該自動車を支障なく出入させ」とは、道路から保管場所までの間、障害物等で遮られること

なく出入させることができることをいう。

３ 令第１条第３号の「保管場所として使用する権原を有する」とは、保管場所として使用す



る土地又は建物につき、当該保管場所が法令上保管場所として使用し、又は自動車が進入す

ることが禁止されている場所以外のものである場合において、所有権、賃借権等の権利を有

することをいう。

保管場所証明申請等に係る添付書面第４

１ 使用権原書

規則第１条第２項第１号に規定する保管場所として使用する権原を有することを疎明する

書面（以下「使用権原書」という｡)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の

右欄に掲げるものとすること。

区 分 使 用 権 原 書

自動車の保有者の土地又は建物を保 保管場所使用権原疎明書面（自認書)(別記様式
管場所として使用する場合 第１）

他人の土地又は建物を保管場所とし ・駐車場賃貸借契約書の写し又は駐車場料金の
て使用する場合 領収書その他駐車場の賃貸借を疎明する書面

・土地又は建物の管理者が作成する保管場所使
用承諾証明書（別記様式第２）

・都市基盤整備公団等の公法人が発行する確認
証明書

他人と共有している土地又は建物を 共有者が作成する保管場所使用承諾証明書
保管場所として使用する場合

官公署の保有する土地又は建物を保 官公署の管理責任者が作成する保管場所として
管場所として使用する場合 使用する権原を有することを疎明する書面

２ 所在図及び配置図

規則第１条第２項第２号に規定する保管場所の所在図及び同項第３号に規定する配置図は

、保管場所の所在図・配置図（別記様式第３）のとおりとし、次により取り扱うこと。

(1) 所在図が手書きの場合は、自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置並びにその間

の距離を明記させること。

(2) 所在図は、保管場所の付近の道路及び目標となる地物が確認できるものであれば、市販

等の地図の写しでも足りることとする。この場合において、自動車の使用の本拠の位置及

び保管場所の位置を明記させるほか、距離が確認しやすいように自動車の使用の本拠の位

置を中心とした半径２キロメートルの円を図示させること。

３ 複数の自動車に係る保管場所証明申請等に係る添付書面

同一の保管場所の位置に在ることとなる保管場所について複数の自動車を保管することを

内容とする保管場所証明申請等が同時に行われた場合は、前記第４の１及び２の書面は、そ

れぞれ１通で足りるものとすること。

証明申請に対する措置第５

署長は、法第４条第１項の書面の交付の申請（以下「証明申請」という｡)がなされた場合は

、次により措置すること。

１ 証明申請書面の受理等

(1) 証明申請書面の確認等

自動車保管場所証明申請書・自動車保管場所証明書（規則別記様式第１号。以下「申請



書・証明書」という｡)２通、保管場所標章交付申請書・保管場所標章番号通知書（規則別

記様式第３号。以下「申請書・通知書」という｡)２通及び規則第１条第２項に規定する書

面各１通（以下「証明申請書面」という｡)が提出されていることを確認の上、次の事項に

ついて審査すること。

なお、申請書・証明書及び申請書・通知書は、申請書・証明書２通、申請書・通知書２

通の順で４枚複写とし、申請書・通知書の申請日欄については、申請書・証明書（１枚目

）を自動車保管場所証明書として交付する日に、その日を申請日として記載させること。

ア 証明申請が当該証明申請に係る保管場所の位置を管轄する署長に対してなされている

ものであること。

イ 申請書・証明書及び申請書・通知書の車台番号欄に車台番号が正確に記載されている

ものであること。ただし、証明申請時に車台番号が確定していないものについては、車

台番号の記載がなくても有効なものとして取り扱うこと。

ウ 証明申請に係る保管場所が、令第１条各号に規定する保管場所の要件に適合している

ものであること。

エ 保管場所の使用権原については、当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として

使用する権原を有するものであること。この場合において、他人の土地又は建物を保管

場所として使用するときは、当該保管場所の使用期間が、証明申請の日から起算して１

箇月以上のものであること。

(2) 証明申請書面の訂正等

前記第５の１の (1)の審査を行った結果、文字等の訂正等補正の必要があるときは、証

明事務等に関する訓令の運用について（昭和45．３．25：５京務第 239号）の例規通達第

１の２の (1)のウに規定するところにより加除訂正させること。この場合において、加除

訂正箇所の訂正印等については、次の要領により措置すること。

ア 申請者本人による補正は、加除訂正箇所に訂正印を押印させるか直近上部に署名させ

るかいずれかの方法によること。

イ 申請者本人以外の者に加除訂正は行わせないこと。ただし、資格を有する代理人が事

務の委任を証する有効な書面を提出した場合には、当該代理人による加除訂正及び代理

人の訂正印の押印を有効なものとして取り扱うこと。

ウ 使用承諾証明書等申請者以外の者が作成した書面の訂正は作成者に行わせること。

エ 自動車保管場所証明書及び保管場所標章番号通知書を交付した後の訂正は行わせない

こと。

(3) 証明申請書面の受理

前記第５の１の (1)の審査を行った結果、補正の必要がないときは、次のとおり措置す

ること。

ア 申請書・証明書（２枚目）については、収受印（京都府警察文書規程（平成13年京都

府警察本部訓令第29号）別表第６に定めるものをいう。以下同じ｡)を押印して受理し、

保管場所証明等処理簿（別記様式第４）に所要事項を記載すること。この場合において

、収受番号は、保管場所証明等処理簿の受理番号とすること。

イ 申請書・通知書（２枚目）については、第５の１の (1)の後段の規定により、自動車

保管場所証明書を交付する日に収受印を押印して受理すること。この場合において、収



受番号は自動車保管場所証明等処理簿の受理番号とすること。

(4) 手数料の徴収

京都府警察手数料徴収条例（平成12年京都府条例第16号。以下「条例」という。）第２

条第２項に規定する自動車保管場所証明手数料及び保管場所標章交付手数料は、証明申請

及び保管場所標章の交付の申請の際に、申請書・証明書（２枚目）及び申請書・通知書（

２枚目）の収入証紙はり付け欄にそれぞれの手数料相当額の京都府収入証紙をはり付けさ

せ、原則として申請者に消印をさせることにより徴収すること。

(5) 自動車保管場所証明書等の交付予定日の告知

証明申請を受理した場合は、受理した日から７日以内の日を自動車保管場所証明書の交

付予定日として指定し、これを申請者に告知すること。

２ 現地調査

(1) 現地調査の委託

証明申請に係る自動車の保管場所に対する現地調査（以下「現地調査」という｡)は、警

察本部長が委託契約をしたものの職員（以下「調査員」という。）に行わせること。ただ

し、署長は、必要があると認めるときは、現地調査を警察官に行わせることができる。

(2) 調査員に対する指揮

署長は、現地調査が迅速、的確かつ厳正公平に行われるよう平素から現地調査の処理要

領等について指導教養を徹底しておくほか、必要に応じ、現地調査の処理状況について報

告を求めるなど、調査員を指揮すること。

(3) 現地調査の下命

署長は、証明申請書面を受理した場合は、当該証明申請書面及び自動車保管場所現地調

査結果報告書（別記様式第５。以下「現地調査結果報告書」という｡)を調査員（特に必要

ある場合は警察官。以下同じ｡)に交付し、現地調査を下命すること。

(4) 現地調査の実施

現地調査は、証明申請書面に記載されている事項の確認及び令第１条各号に規定する保

管場所の要件を確認することにより実施させること。

(5) 現地調査に際しての留意事項

署長は、調査員に現地調査を実施させるに当たって、次の事項に留意させること。

ア 現地調査のため、他人の土地、建物等に立ち入る必要がある場合は、当該他人の土地

、建物等の管理責任者等に身分及び現地調査の目的を明らかにし、その承諾を受けて立

ち入り、原則として申請者又は保管場所としての使用を承諾した者の立会いを得ること

。

イ 現地調査に関して知り得た他人の秘密は、漏らさないこと。

(6) 現地調査の結果の報告

現地調査の結果については、現地調査を下命した日から原則として３日以内に、現地調

査結果報告書に、前記第５の２の (3)により交付された証明申請書面を添付して報告させ

ること。

(7) 再調査

現地調査の不徹底等により再調査の必要があるものについては、調査員に再調査を下命

すること。



３ 自動車保管場所証明書等の作成等

(1) 自動車保管場所証明書等の作成等

ア 保管場所が確保されていると認めた場合は、申請書・証明書２通に証明書番号、証明

年月日及び署長名を記載すること。この場合において、自動車保管場所証明書の番号欄

には保管場所証明等処理簿の受理番号を、証明年月日欄には決裁を受けた年月日をそれ

ぞれ記載すること。

イ 申請書・証明書の１枚目に署長公印を押印し、自動車保管場所証明書として交付する

こと。この場合において、訂正印又は訂正署名があるときは、訂正印又は訂正署名に重

ねて署長公印を押印すること。

(2) 保管場所標章番号通知書の作成等

ア 自動車保管場所証明書の作成に併せて、申請書・通知書２通に通知書番号、保管場所

標章番号、交付年月日及び署長名を記載すること。この場合において、自動車保管場所

証明書の番号欄には保管場所証明等処理簿の受理番号を、交付年月日欄には保管場所標

章を交付する日をそれぞれ記載すること。

イ 申請書・通知書１枚目に署長公印を押印し、保管場所標章番号通知書として保管場所

標章と共に交付すること。この場合において、訂正印又は訂正署名があるときは、訂正

印又は訂正署名に重ねて署長公印を押印すること。

(3) 保管場所標章の作成

保管場所標章は、京都府警察情報管理システムの端末装置に接続された保管場所標章印

字機により作成すること。

(4) 車台番号の確認

申請書・証明書及び申請書・通知書の車台番号欄が未記載となっているものについては

、申請者に車台番号を記載させた上、自動車保管場所証明書、保管場所標章番号通知書及

び保管場所標章（以下「自動車保管場所証明書等」という。）を交付することとし、車台

番号が確定していないものについては、これらを交付しないこと。

(5) 即日交付する場合の措置

申請書・証明書及び申請書・通知書を受理した日に自動車保管場所証明書等を交付した

場合は、保管場所証明等処理簿に記載するとともに、即日交付処理簿（別記様式第６）に

もその内容を記載すること。この場合において、即日交付処理簿に記載する受理番号は、

保管場所証明等処理簿に記載する受理番号と同一のものとすること。

(6) 受領印又は署名の徴収

自動車保管場所証明書等を交付する場合は、保管場所証明等処理簿の受領印又は署名欄

に申請者等の受領印又は署名を徴すること。ただし、即日交付する場合の受領印又は署名

は、即日交付処理簿の受領印又は署名欄に徴すること。

４ 自動車保管場所証明を行わない場合の措置

現地調査等の結果、保管場所が確保されていると認めることができない場合は、次により

措置すること。

(1) 保管場所が確保されていると認めることができない理由を現地調査結果報告書の不可処

分理由欄に記載するとともに、関係書類を添付してその経過を明らかにしておくこと。

(2) 自動車保管場所証明書の右上部に「不可」と朱書した上、所要事項を記載した証明拒否



通知書（別記様式第７）と共に申請者に交付すること。

(3) 申請者から証明申請書面の返還を求められた場合は、使用権原書のみ返還すること。

届出に対する措置第６

署長は、法第５条、第７条第１項（法第13条第４項及び附則第８項において準用する場合を

含む｡)、第13条第３項及び附則第７項の規定による自動車の保管場所の届出（以下「届出」と

いう｡)がなされた場合は、次により措置すること。

１ 届出の受理

(1) 届出書面の確認等

自動車保管場所届出書（規則別記様式第２号）１通、申請書・通知書２通及び規則第１

条第２項に規定する添付書面各１通（以下「届出書面」という｡)が提出されていることを

確認の上、前記第５の１の (1)のアからエまでの事項について審査すること。

なお、自動車保管場所届出書１通及び申請書・通知書２通は、３枚複写とする。

(2) 届出書面の補正

届出書面の補正の必要があるときは、第５の１の (2)に規定するところに準じて措置す

ること。

(3) 届出書面の受理

前記第６の１の (1)に定めるところにより、届出書面の審査を行った結果、補正の必要

がないものについては、自動車保管場所届出書及び申請書・通知書（２枚目）に収受印を

押印して受理し、即日交付処理簿に所要事項を記載すること。この場合において、収受番

号は、即日交付処理簿の受理番号とすること。

２ 手数料の徴収

条例第２条第２項に規定する保管場所標章交付手数料は、保管場所標章の交付の申請の際

、申請書・通知書（２枚目）の収入証紙はり付け欄に手数料相当額の京都府収入証紙をはり

けさせ、原則として申請者に消印をさせることにより徴収すること。

３ 保管場所標章番号通知書等の作成等

申請書・通知書２通の通知番号欄に即日交付処理簿の受理番号を通知番号として記載の上

、前記第５の３の (2)及び (3)に規定するところに準じて保管場所標章番号通知書及び保管

場所標章を作成し、届出者に交付すること。この場合において、即日交付処理簿の受領印又

は署名欄に届出者の受領印又は署名を徴すること。

４ 郵送による届出の受理

届出者が郵送による届出を希望する場合は、届出書面（申請書・通知書を除く。以下この

４において同じ｡)並びに届出者の住所及び氏名を記入した返信用葉書を同封した上、保管場

所を管轄する警察署長に郵送により提出することができる旨を教示し、郵送による届出がな

されたときは、次により措置すること。

(1) 届出書面が提出されていることを確認の上、前記第５の１の (1)のアからエまでの事項

を審査し、内容に誤り又は不備がない場合はこれを受理し、届出書面に誤り又は不備があ

る場合は不受理として取り扱い、自動車保管場所届出書に収受印を押印の上、保管場所証

明等処理簿の受理番号を記載するとともに、即日交付処理簿に所要事項を記載すること。

なお、届出者が誤って申請書・通知書を郵送により提出したときは、届出については有効

なものとして受理し、申請書・通知書については届出者の来署時に返還の上、再提出させ



ること。

(2) 届出に係る保管場所標章の交付手続のため来署を求める旨（不受理とした届出について

は、その理由及び訂正のために届出者に来署を求める旨）を返信用葉書に記載して、届出

者に返送すること。

(3) 届出者が来署した場合は、前記第６の４の (2)の葉書、運転免許証等により届出者であ

ることを確認の上、申請書・通知書を提出させ、前記第６の２及び３に準じて手数料を徴

収するとともに、保管場所標章及び保管場所標章番号通知書を交付すること。

(4) 郵送による届出に関する措置状況は、即日交付処理簿の備考欄に記載しておくこと。

第７ 保管場所標章の再交付申請に対する措置

署長は、法第６条第３項の規定による保管場所標章の再交付の申請（以下「標章再交付申請

」という｡)がなされた場合は、次により措置し、原則として受理した日に交付すること。

１ 標章再交付申請の受理

(1) 標章再交付申請書面の確認

標章再交付申請がなされた場合は、申請書・通知書２通が提出されていること及びその

内容が先に交付した保管場所標章番号通知書の内容と同様であることを確認すること。

なお、保管場所標章再交付申請書２通は、複写とする。

(2) 標章再交付申請の補正

申請書・通知書の補正の必要がある場合は、前記第５の１の (2)に準じて措置すること

。

(3) 標章再交付申請の受理

申請書・通知書の審査を行った結果、補正の必要がないものについては、申請書・通知

書（２枚目）に収受印を押印して受理し、即日交付処理簿に所要事項を記載すること。こ

の場合において、収受番号は、即日交付処理簿の受理番号とすること。

２ 手数料の徴収

保管場所標章交付手数料の徴収については、前記第６の２に準じて措置すること。

３ 保管場所標章番号通知書等の作成等

保管場所標章番号通知書及び保管場所標章の作成については、前記第６の３に準じて措置

すること。

報告又は資料の提出要求第８

署長は、法第12条の規定により報告又は資料の提出要求を行う場合は、次により措置するこ

と。

１ 保有者等に求める書面

証明申請又は届出の内容に不正が認められる場合は、申請者若しくは届出者又は保管場所

を管理する者（以下「申請者等」という。）に対し、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる書面の提出を求めた上、事実関係を明らかにすること。

区 分 書 面 の 種 類

申請者又は届出者の住所又は自動 ・住民票の写し
車の使用の本拠の位置を確認する ・印鑑証明書
必要がある場合 ・電話料金、ガス料金、水道料金、家賃等の領収

書等



保管場所として使用する権原を有 ・土地又は建物の登記簿、固定資産台帳等の謄本
するかどうかを確認する必要があ 又はその写し
る場合 ・土地又は建物の所在地及びその所有者が記載さ

れている市町村長の発行する固定資産評価額証
明書、公課（公租）金証明書等

２ 該当事案があった場合等の措置

(1) 報告又は資料の提出要求を行う必要のある事案を認知した場合は、報告又は資料提出要

求事案発生報告書（別記様式第８）により、速やかに警察本部長に報告（交通規制課長経

由。以下同じ｡)するとともに、報告・資料提出要求書（別記様式第９）に報告・資料提出

回答書（別記様式第10）を添付し、申請者等に報告又は資料の提出を求めること。この場

合において、申請者等が報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、

若しくは虚偽の資料を提出したときは、罰則の適用があることを教示すること。

(2) 申請者等から報告・資料提出回答書により報告又は資料の提出がなされた場合は、回答

の内容について、現地調査等の方法により確認するとともに、当該書面の写しを報告又は

資料提出要求結果報告書（別記様式第11。以下「結果報告書」という。）に添付し、警察

本部長に報告すること。

(3) 報告若しくは資料の提出がなされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料提出がなされ

た場合は、その旨を結果報告書により警察本部長に報告するとともに、所要の捜査を行う

こと。

３ 留意事項

報告又は資料の提出要求に当たっては、次の事項に留意すること。

(1) 法の施行に必要な限度を超えて、駐車場の管理者に対し定期的に一定の報告又は資料の

提出を求めるなどの負担を課さないこと。

(2) 保管場所の管理者に対し、報告又は資料の提出を求めることができるのは、保管場所の

管理者が車庫飛ばしに積極的に協力するなど法の目的にかんがみ、不相当な行為を行って

いるおそれがあると認められる場合に限られること。

第９ 保管場所標章の台紙の管理

保管場所標章の台紙は、交通課長が鍵のかかるロッカー等に入れて確実に保管すること。

第10 報告

署長は、保管場所証明事務等に関し、証明申請又は届出に係る犯罪その他特異な事案を認知

したときは、その都度、その内容を文書により警察本部長に報告すること。

第11 証明事務等に関する訓令の運用について（昭和45．３．25：５京務第 239号）の例規通達

の一部改正

〔以下略〕



別記

様式第１

保管場所使用権原疎明書面（自認書）

証明申請・届出に係る保管場所である土地・建物は、私が所有しているものであることに間違いありません。

京都府 警察署長 殿

年 月 日

〒 －

住 所

電話（ ） 局 番

氏 名

注 １ 保管場所の証明申請の場合は「証明申請」を、届出の場合は「届出」を○で囲んでください。

２ 保管場所の形態について、土地又は建物のいずれか（いずれにも該当する場合は両方）を○で囲んでください。



様式第２

自動車保管場所使用承諾証明書

警察署長提出用

保 管 場 所 の 位 置

〒 －

住 所

使 用 者
電話（ ） 局 番

氏 名

年 月 日から
使 用 期 間

年 月 日まで

上記のとおり自動車の保管場所としての使用を承諾したことを証明する。

年 月 日

〒 －

住 所

電話（ ） 局 番

氏 名

注 共有の場合は、共有者全員の住所及び氏名を記入してください。



様式第３

保管場所の所在図・配置図

所 在 図 配 置 図

注 １ 地図のコピーを添付することができます。

２ 保管場所に通じる道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルで記入してください。

３ 複数の自動車を保管する駐車場の場合は、保管場所の位置を具体的に明示してください。

４ 使用の本拠の位置（自宅等）と保管場所の位置を線で結んでその直線距離を記入してください。



様式第４

保管場所証明等処理簿

（所属名） 受理日 年 月 日

備 考
受 理 番 号 申 請 者 氏 名 使 用 の 本 拠 の 位 置 保 管 場 所 の 位 置 受領印

( )交 付 日

注 １ 備考（交付日）欄には、自動車保管場所証明書及び保管場所標章を交付した日を記載すること。

２ 受領印欄には、自動車保管場所証明書及び保管場所標章を直接に受領した者の印を押印させること。

なお、受領者が申請者と異なる場合は、その関係を余白部分に簡記すること。

３ 自動車保管場所証明を「不可」とする場合は、備考（交付日）欄に「不可」と朱書すること。



様式第５

年 月 日

京都府 警察署長 殿

調査員

自動車保管場所現地調査結果報告書

現 地 調 査 日 年 月 日
署 長 副署長 課 長 受理番号 申 請 者

（ 再調 査 日 ） （ 年 月 日）

使用の本拠の位置から保管場所までの距離 ２㎞以内 ・ ２㎞超 ・ 要再調査

使用の本拠の位置と保管場所の実在の有無 使用の本拠の位置 あり ・ なし 保管場所 あり ・ なし

係 長 ･ 道 路 へ の 出 入 り の 支 障 の 有 無 出 入 り の 支 障 なし・あり（道路幅 ｍ 車幅 ｍ 差 ｍ）課 長 代 理 主 任 係

形 態 個人 ・ 月ぎめ ・ 事業所 ・ その他

名 称 所有区分 自 己 ・ 他 人 ・ 共 有
処 分

保管場所の
区画の有無 なし ・ あり （区画表示番号 番 ～ 番 ・ 番号なし ）

可 ・ 不可
申請の区画 番 （使用できる広さ 縦 ｍ 横 ｍ 高さ ｍ）

状 況
不 可 処 分 理 由 収容台数等 台 （約 台） 現有台数 台

㎡ （間口 ｍ×奥行 ｍ）
総 面 積

計測不能 （目測 約 ㎡）

出入口直前 ５ｍ以内 交差点 ・ 横断歩道 ・ 曲り角 （出入口から ｍのところ）

の道路形態 １０ｍ以内 バス停 ・ 踏切 （出入口から ｍのところ）

付 近 の （ 行）一方通行 ・ （ ）通行禁止 ・ 歩行者用道路 ・ （ ）制限

交通規制等 その他（ ）

調 査 結 果 適 当 ・ 不適当

立会人
備 考

注 １ 障害物がある場合は、当該障害物の大きさを測定し､｢申請の区画」欄の使用できる広さについてそれぞれ測定数値を記入すること。
２ 現有保管台数を、可能な範囲で調査すること。



様式第６
即日交付処理簿

年 №

整理 交付種別（該当のものに○印）
受 理 番 号 申 請 月 日 申 請 者 氏 名 標 章 番 号 備 考 受領印

番号 証 明 書 保 管 場 所 標 章

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

即日・再発給 新規・変更・再交付

注 証明書欄の「即日」は自動車保管場所証明書の即日交付を､｢再発給」は自動車保管場所証明書の再発給を示し、保管場所標章欄の「新規」は保管場所

の新規届出を､｢変更」は保管場所の変更届出を､｢再交付」は保管場所標章の再交付を示す。





様式第７

年 月 日

住所

氏名 殿

印京都府 警察署長 □

証 明 拒 否 通 知 書

年 月 日付けで申請のあった自動車保管場所証明申請は、下記の

理由により証明できないので通知します。

記

理由（○印のもの）

□ 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令（昭和37年政令第 329号）第１

条第 号に規定する保管場所の要件を満たさないため

□ その他（ ）

（教示）

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３箇月以内に、京都府公安委員会（京都府警察本部交通部交通規制課経由）に

対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知った日の

翌日から起算して３箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求をすることができなくなります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇

月以内に、京都府を被告として（訴訟において京都府を代表する者は、京都府公安

委員会となります。）京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができ

ます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であ

っても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを

提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には

、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以

内に、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、裁決のあった日の翌

日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。



様式第８

年 月末日廃棄

京都府警察本部長 殿 第 号

（交通規制課長） 年 月 日

京都府 警察署長

報告又は資料提出要求事案発生報告書

自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定による報告又は資料提出要求事

案が発生したので、次のとおり報告します。

住 所

（所在地）

対象者等

氏 名

（名 称）

必 要 と す る 理 由

報告又は提出を求める書面

注 関連する資料を添付すること。



様式第９

第 号

年 月 日

殿

印京都府公安委員会 □

報告・資料提出要求書

自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定により、次のとおり報告・資料

の提出を求めます。

報 告 事 項

提 出 資 料

報告・資料の提出

の期日

注 １ 報告事項については、同封の報告・資料提出回答書により報告してください。

２ 提出資料については、同封の報告・資料提出回答書に資料を添付して提出して

ください。

３ 報告・資料提出回答書及び資料は、下記の連絡先まで、持参又は郵送してくだ

さい。

４ 報告・資料提出の期日までに、回答せず、又は虚偽の回答をした場合は、罰せ

られることがあります。

連絡先

〒 －

京都府警察本部交通部交通規制課

京都府 警察署 課 係

電話 （ ） 局 番



様式第10

年 月 日

京都府公安委員会 殿

〒 －

住所

電話（ ） 局 番

氏名

報告・資料提出回答書

報告・資料の提出要求については、次のとおり回答します。

報 告 事 項

提 出 資 料



様式第11

年 月末日廃棄

京都府警察本部長 殿 第 号

（交通規制課長） 年 月 日

京都府 警察署長

報告又は資料提出要求結果報告書

自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定による報告又は資料提出要求を

した結果は、次のとおりであったので報告します。

住 所

（所在地）

対象者等

氏 名

（名 称）

要 求 書 の 受 領 者

要 求 し た 日 時

報告又は資料提出の日時

報告又は資料提出の内容

提 出 資 料 等

備 考


